
別紙３  

 

【介護テクノロジーのパッケージ型導入支援事業】 

 

１ 対象事業者 

（１）介護テクノロジーのパッケージ型による導入 

障害福祉サービス事業者等 

（２）見守り機器の導入に伴う通信環境整備 

障害者支援施設事業者、共同生活援助事業者 

※岐阜市以外の県内に所在する事業所が対象です。 

（事業所が岐阜市以外であれば、法人本部が岐阜市でもかまいません。） 

※令和９年２月末までに事業完了(支払いまで完了)できるもののみ対象とします。 

 

２ 補助対象 

介護ロボット等やＩＣＴを複数組み合わせて導入する障害福祉サービス事業者等に対

して、介護テクノロジーのパッケージ型の導入支援を行う。   

（１）介護テクノロジーのパッケージ型による導入 

別紙１の２及び別紙２の２（１）～（３）に定める対象経費に該当するもので、複数

のテクノロジーを組み合わせて導入する場合に必要な経費を補助する。 

※ＩＣＴについては、別紙２の２（４）通信環境機器等及び（５）保守経費等は補助対

象外とする。 

（２）見守り機器及び見守り機器の導入に伴う通信環境整備 

障害者支援施設事業者及び共同生活援助事業者が見守り機器を導入し、その機器を効

果的に活用するために必要な通信環境を整備するための経費として、次を対象とする。 

（通信環境整備に係る対象経費） 

・Wi-Fi 環境を整備するために必要な経費（配線工事（Wi-Fi 環境整備のために必要な

有線 LAN の設備工事も含む）、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理

サーバー、ネットワーク構築など） 

・職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーシ

ョンを図るためのインカム（デジタル簡易無線登録型等の Wi-Fi 非対応型のインカ

ムを含む。） 

・見守り機器を用いて得られる情報をサービスの提供の記録にシステム 連動させる

ために必要な経費（見守り機器を用いて得られる情報とシステム連動可能なサービ

スの提供の記録ソフトウェア（既存のサービスの提供の記録ソフトウェアの改修経

費も含む）、バイタル測定が可能なウェアラブル端末、見守り機器を用いて得られる

情報とソフトウェア間を接続するためのゲートウェイ装置等） 

※見守り機器のメンテナンスに係る経費及び通信に係る経費は補助対象外とする。 

 

 

 ３ 補助基準額等 

 （１）補助対象の基準額 

    全ての機器の合計額 1,000 万円/施設・事業所 



 （２）補助割合 

    国：１／２ 県：１／４ 事業者：１／４ 

 

４ 留意事項 

介護テクノロジーのパッケージ型導入支援の申請にあたっては、介護ロボット等と

ＩＣＴを複数組み合わせることで、介護ロボット等やＩＣＴを単独で導入するよりも

効果が見込まれるような関連性のある機器が対象となる。 

介護ロボット等やＩＣＴの導入における要件や補助対象等については、別紙１及び

別紙２の内容を準用する。ただし、パッケージ型の導入支援を行う場合は、介護ロボ

ット等の１機器当たりの上限額については適用しない。 

 

 


